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財政援助団体等監査結果に関する報告 

 

第１ 監査の基準 

  この監査は、浜松市監査基準(令和 2年浜松市監査委員告示第 2号)に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の対象 

  次のとおり(部課等の名称は、監査の期間の末日時点の名称)である。 

１ 浜松市海外経済交流推進協議会(財政援助団体監査) 

  ・監査対象負担金 浜松市海外経済交流推進事業負担金(令和5年度分) 

  ・負担金の所管課 産業部 産業振興課 

２ 公益財産法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(財政援助団体監査) 

  ・監査対象負担金 家康プロジェクト推進事業における誘客宣伝事業に関する負担

金(令和 5年度分) 

  ・負担金の所管課 産業部 観光・シティプロモーション課 

３ 公益財団法人浜松市勤労福祉協会(出資団体監査) 

 ・市の出資比率 45.5％ 

  ・団体の所管課 産業部 産業振興課 

４ 株式会社浜松新電力(出資団体監査) 

 ・市の出資比率 49.54％ 

  ・団体の所管課 カーボンニュートラル推進事業本部 

５ 株式会社ＨＡＣＫ(公の施設の指定管理者監査) 

  ・公の施設 浜松市新川モール 

  ・施設の所管課 産業部 産業振興課 

 

第３ 監査の範囲 

１ 財政援助団体については、令和 5年度に執行された本市からの負担金の交付に係る出納

その他の事務について監査を実施した。 

   また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。 

２ 出資団体については、主に令和 5年度に執行された出納その他の事務について監査を実

施した。 

３ 公の施設の指定管理者については、令和 5年度及び令和 6年度に執行された管理業務全

般について監査を実施した。 

また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。 

 

第４ 監査の期間 

  令和 6年 11月 1日から令和 7年 1月 27日まで 
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第５ 監査の着眼点及び実施内容 

  監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市

の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。 

  監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を

抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されてい

るかについて監査を行った。 

 

第６ 監査の結果等 

１ 監査の結果 

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった財政援助団体等の

当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行わ

れていることが認められた。 

２ 監査の結果に基づく意見 

   地方自治法第 199条第 10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を

次のとおり提出する。 

 

(1) 公益財団法人浜松市勤労福祉協会 

(所管課：産業部 産業振興課) 

公益財団法人浜松市勤労福祉協会の経営状況及び市の関与について 

【現状及び課題】 

・市の出資団体である公益財団法人浜松市勤労福祉協会(以下「協会」という。)は、

中小企業勤労者等の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興及び地域社会の発

展に寄与するため、中小企業勤労者等の生活安定・老後生活安定・財産形成事業を

はじめとした各種共済事業を実施している。 

・協会は、市の補助金に頼らない経営基盤の強化を目指し、平成 26年度から「自立化

プラン」を策定し、従業員数がおおむね 300人以下の事業所を対象に、第 4期計画

の最終年度(令和 7年度末)の目標として共済会会員数を 2万 5千人と掲げ、会員獲

得に向けた取組を進めている。しかし、過去 5年間ほぼ横ばいで推移しており、令

和 6年 4月現在で 2万 2千人程度に留まるなど、同プランの目標の達成が難しい状

況である。 

・市は、市内中小企業の振興と地域社会の活性化に寄与し、勤労者の福祉向上を図る

ため、浜松市勤労者共済事業費補助金を交付している。自立化プランでは、令和 7

年度末までに同補助金を廃止することを目指しており、同プランに基づき、毎年度

補助金を減額している。令和 8年度以降の補助金交付については、同プランの進捗

状況や社会情勢を踏まえ、共同交付相手である湖西市と協議するとしている。 

・協会では、令和 7年度末に予定する浜松市勤労会館の廃止に伴う会館の管理運営に

関する事業(指定管理業務)の終了や事務所の移転のほか、近年、人件費の増や物価

高騰など固定費の増も見込まれ、収支への影響を懸念している。 
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団体に対するもの 

【意 見】 

・協会は、市の補助金に頼らない経営基盤の強化を目指し、自立化プランを策定し共

済会会員数の増加などに向けて取り組んでいるが、労働人口が減少するなか、目標

達成には至っていない。協会は同プランにおける共済会会員数の目標を 2万 5千人

としているが、22万人を超える市内の中小企業従業者数から見ると、まだ会員拡大

の余地があると考えるため、対象を明確にしたうえで、より効果的なアプローチを

検討し、引き続き会員獲得に向けて取り組まれたい。 

・協会は、共済事業において地元密着型のサービスを提供しており、同種の事業を行

う全国展開の企業等との差別化を図っている。今後、自立した運営に向けて一層の

努力が求められるなか、協会の強みを活かした形でのサービス提供により、会員獲

得を進めることが必要となる。こうした認識のもと、地域の中小企業勤労者のニー

ズを的確に捉えたうえで、効果的な共済事業の実施に取り組まれたい。 

 

所管課に対するもの 

【意 見】 

・近年、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践し、生産性向上や健

康増進へつなげる健康経営の重要性が指摘されるなか、中小企業の人材確保に向け

て、福利厚生の充実が課題となっている。 

・こうした企業を取り巻く情勢の変化がある一方、協会に関しては令和 7年度に市の

補助金廃止を含む自立化プランの終期を迎え、さらに勤労会館の廃止に伴う指定管

理業務が終了するなどその経営環境には厳しさが増す。 

・本市として「ウエルネスシティ(予防・健幸都市)」の実現を目指し、地域企業の健

康経営を促進するなか、産業振興課は、中小企業支援に係る政策全般における協会

の位置付けを明確化した上で、協会の培ってきたノウハウ、ネットワークなどの経

営資源を活用することで、本市の中小企業勤労者等の福祉の増進に係る施策の実施

を最適化できる事業を検討するなど、時代の変化に即応し、持続可能で実効性のあ

る取組を推進されたい。 

 

 

(2) 株式会社浜松新電力 

(所管課：産業部 カーボンニュートラル推進課(旧:カーボンニュートラル推進事業本部)) 

株式会社浜松新電力の経営状況等について 

【現状及び課題】 

・株式会社浜松新電力(以下「浜松新電力」という。)は、平成 27年 10月、浜松市と

民間企業 8社により設立された。設立目的は、市内で産まれた再生可能エネルギー

を市内で消費する仕組みが存在しなかったことから、浜松産のエネルギーを地産地
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消することである。 

・浜松新電力は、事業を通じて地域内で資金を循環させ、地域経済を活性化するとと

もに、実質再生可能エネルギー100％の電力を供給することにより、地域におけるカ

ーボンニュートラル実現に貢献することとしている。 

・電力は主に市内清掃工場や太陽光発電所から調達し、市内小中学校及び消防署等の

公共施設や民間需要家へ供給している。 

・卸電力市場価格の高騰に伴う電力調達に係る支出の増加により、令和 2年度及び令

和 3年度は 2期連続で純損失を計上したが、令和 4年度及び令和 5年度は 2期連続

で純利益を計上した。 

・市は、浜松新電力への経営に対する関与を強めると共に、地域のカーボンニュート

ラル実現に向けた再生可能エネルギーの地産地消や、エネルギーの地域経済循環な

どをより一層積極的に推進していくため、令和 6年 3月末、浜松新電力の増資の全

額約 4,900 万円を出資し、筆頭株主となった。 

・また、増資により、市の出資比率が 25％以上となったことから「浜松市外郭団体の

設立及び運営に対する関与の基本方針」により、浜松新電力は市の外郭団体となった。  

・浜松新電力は、実質再生可能エネルギー100％の電力の供給拡大、民間需要家の拡大

等に加え、令和 12年度に向け総販売電力量を令和 4年度比で 2倍以上に拡大すると

している。 

 

所管課に対するもの 

【意 見】 

・市は、浜松新電力への経営に対する関与を強めると共に、地域のカーボンニュート

ラル実現に向けた再生可能エネルギーの地産地消や、エネルギーの地域経済循環な

どをより一層積極的に推進していくため、令和 6年 3月末、浜松新電力の増資の全

額約 4,900 万円を出資し、筆頭株主となった。また、増資に伴う出資比率の増加に

より、浜松新電力は市の外郭団体となり、所管課であるカーボンニュートラル推進

課は、浜松新電力の運営に関し「浜松市外郭団体の設立及び運営に対する関与の基

本方針」を踏まえ、指導及び助言が求められることとなった。 

・浜松新電力は、令和 2年度及び令和 3年度において、卸電力市場価格の高騰の理由

により純損失を計上した。その後、卸電力市場価格が比較的安定したほか、浜松新

電力として新たな料金メニューの導入等の対策を取ることで、令和 4年度及び令和

5年度は純利益を計上している。 

・カーボンニュートラル推進課は、市民サービスの提供及び市の財政運営に悪影響を

及ぼすことなく、価格競争力のある再生可能エネルギーを本市の施設だけでなく民

間の施設にも安定供給することで、本市におけるカーボンニュートラルの実現に資

するよう、経営に対する関与を行われたい。 
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第７ 監査対象の概要 

監査の期間の初日時点における監査対象の財政援助団体等の概要は次のとおりである。 

１ 浜松市海外経済交流推進協議会(財政援助団体監査) 

(1) 負担金対象者 

浜松市中央区元城町 103番地の 2 

浜松市海外経済交流推進協議会 

会長 下位 基弘 

 (2) 負担金の概要 

負 担 金 名 浜松市海外経済交流推進事業負担金(令和 5年度分) 

負 担 金 の 目 的 

行政機関及び産業支援機関等が一体となって、浜松市が経済交

流に関する覚書を締結する外国政府機関との相互経済交流を図る

とともに、市内中小企業にとって有望な海外展開先に関する情報

提供並びに現地訪問機会の提供等を実施することで、市内中小企

業の海外ビジネス展開を支援し、地域の発展に寄与することを目

的とする。 

負担金交付対象 業務委託費(セミナー開催)、役務費、使用料及び賃借料など 

負 担 金 額 3,611,759 円 

所 管 課 産業部 産業振興課 

 

２ 公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー(財政援助団体監査) 

(1) 負担金対象者 

浜松市中央区板屋町 596番地 EASTITAYA25 1 階 

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

理事長 斉藤 薫 

 (2) 負担金の概要 

負 担 金 名 
家康プロジェクト推進事業における誘客宣伝事業に関する負担金

(令和 5年度分) 

負 担 金 の 目 的 
大河ドラマ「どうする家康」の放送を契機として、家康公ゆか

りの地等の観光資源を PRし、浜松市への観光誘客を推進する。 

負担金交付対象 事業費(ツアー支援、パンフレット作成、広告)、事務費 

負 担 金 額 5,024,924 円 

所 管 課 産業部 観光・シティプロモーション課 
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３ 公益財団法人浜松市勤労福祉協会(出資団体監査) 

  (1) 出資団体 

浜松市中央区城北一丁目 8番 1号 

公益財団法人浜松市勤労福祉協会 

理事長 佐々木 右子 

  (2) 団体の概要 

設 立 昭和 63年 3月 1日 

設 立 目 的 

浜松市及び湖西市の中小企業に勤務する勤労者及び事業主並

びに両市内に居住し両市外の中小企業に勤務する勤労者並びにそ

の家族に対する総合的な福祉事業を行うことにより、これら中小

企業勤労者等の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興及び

地域社会の発展に寄与する。 

組 織 

令和 6年 3月 

3 1 日 現 在 

ア 役 員 15人(理事 13 人、監事 2人) 

イ 職 員   7 人 

主 な 事 業 

ア 在職中の生活安定・老後生活安定・財産形成事業 

イ 健康維持増進・自己啓発事業 

ウ 余暇活動事業 

エ 情報提供事業 

オ 慶弔給付事業 

カ 浜松市勤労会館の管理運営に関する事業 

キ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

市 と の 関 係 出えん金 50,000,000 円(出資比率 45.5％) 

所 管 課 産業部 産業振興課 
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４ 株式会社浜松新電力(出資団体監査) 

  (1) 出資団体 

浜松市中央区松城町 214番地 10 

株式会社浜松新電力 

代表取締役 竹廣 尚之 

  (2) 団体の概要 

設 立 平成 27年 10月 15日 

設 立 目 的 

浜松市は日本一の導入量を誇る太陽光発電を始めとして、市内

で産み出される再生可能エネルギーは潤沢にあるのにもかかわら

ず、市内で産まれたエネルギーを市内で消費する仕組みが存在し

なかった。そのため、浜松産のエネルギーの地産地消を会社方針

とした「浜松新電力」を設立した。 

組 織 

令和 6年 3月 

3 1 日 現 在 

ア 役 員  5人(取締役 3人、監査役 2人) 

イ 職 員   3 人 

主 な 事 業 

ア 電力の売買及び売買の仲介事業 

イ 発電事業及びその管理・運営並びに電気、熱エネルギーその

他のエネルギーの供給、販売に関する事業 

ウ 電気工事事業 

エ 電気等の検針及びそれに伴う請求書発行等の事業 

オ 情報通信機器の販売事業 

カ 前各号の事業に係るエンジニアリング及びコンサルティング 

キ 前各号に附帯関連する一切の事業 

市 と の 関 係 出資金 54,001,400 円(出資比率 49.54％) 

所 管 課 カーボンニュートラル推進事業本部 
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５ 浜松市新川モール(公の施設の指定管理者監査) 

(1) 指定管理者 

浜松市中央区佐鳴台六丁目 8番 30号 

株式会社ＨＡＣＫ 

代表取締役 高林 健太 

  (2) 指定管理業務の概要 

施 設 名 浜松市新川モール 

所 在 地 浜松市中央区田町 230番地の 28(代表地番) 

施 設 の 概 要 

敷地面積：2,836.18㎡  

便所倉庫棟 鉄筋コンクリート造平屋建、面積：40.87㎡ 

通路、植栽帯等 

指 定 期 間 令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで 

指 定 管 理 料 
16,448,000 円(令和 5年度分) 

16,448,000 円(令和 6年度分） 

利 用 料 金 制 導入済 

指 定 管 理 者 の 

主 な 業 務 

ア 管理施設の使用許可に関する業務 

イ 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

ウ 施設設備等の維持管理に関する業務 

エ 上記のほか、市長が必要と認める業務 

所 管 課 産業部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


